
参加申込に関する質疑回答

1
実施要項
P7

第１
９（１）

参加申込に関する質疑回答が令和5年8月28日
(月)予定となっていますが、参加申請書類提
出の都合上、8月25日(金)の午前中に変更し
て頂けないでしょうか。

可能な範囲で早期の回答を目指します。

2
実施要項
P7

第１
９（１）

技術提案書等審査の区分の内、質疑回答が令
和5年10月6日(金)となっていますが、見積作
成に時間を要するため、質疑回答日を一週間
程度早めて頂けないでしょうか。

可能な範囲で早期の回答を目指します。また
早期に回答できる質疑に関しては先行回答す
るなどの対応を実施することとします。

3
実施要項
P7

第１
９（１）

現地見学ですが、共同企業体で参加する場
合、企業体構成会社毎で10名までという考え
方でよろしいですか。

共同企業体の場合であっても、総見学参加者
の上限は１０名となります。

4
実施要項
P9

第１
１０

技術協力担当者の内、電気及び機械の兼務は
可能と考えてよろしいでしょうか。（万一技
術協力担当者の専門外の事項で対応が必要に
なった場合、電気又は機械の技術者を各種会
議体へ出席させます。）

業務を適切に実施できるということであれば
兼任については可能と考えます。
但し、各担当者（特に建築、構造について）
は選任が望ましいと考えます。

5
実施要項
P9～10

第１
１０

建設工事の監理技術者もしくは主任技術者
は、技術協力担当者（建築）及び現場代理人
の兼務は可能と考えてよろしいでしょうか。

兼務可能とお考え下さい。

6
実施要項
P3

第１
４

要項に記載の「上限価格」、「予定価格」、
「総工事費参考価格」は全て税込85億円と理
解してよろしいでしょうか。

「上限価格」、「総工事費参考価格」は税込
85億円ですが、予定価格は実施設計終了まで
に当市が根拠に基づき設定するものであり、
税込85億円になるかどうかは現段階ではわか
りません。

7
実施要項
P5

第１
５（３）

本工事内の各工事（アの（ア）（イ）
（ウ）、イの（ア）、（イ））について、総
工事費が上限内に納まっていれば内訳は問わ
ないのでしょうか。

総工事費、ア及びイについては上限内としま
すが、アの（ア）（イ）（ウ）、イの（ア）
（イ）についてはお見受けの通りです。な
お、P.23に記載の価格評価点算定において
は、ア及びイを含めた総⼯事費で算定を⾏い
ます。

8
実施要項
P6

第１
８（４）

8（4）エについて
設計補助は、「その他の設計者(P.4(9)記
載)」となった場合に、設計協力を行うと理
解してよろしいでしょうか。

左記お⾒受けの内容とともに、「別紙4 蒲郡
市⺠病院新棟等実施設計技術協⼒業務委託特
記仕様書（案）」の3 業務内容(４) 技術提
案及び設計補助に記載の内容が含まれるとお
考え下さい。

9
実施要項
P7

第１
９（１）

VE提案書の採否通知について
採用可能(〇)の項目だけでも期日より早めに
ご通知いただけないでしょうか。

プレゼンテーション・ヒアリングを実施の上
採否決定を⾏うため、その後可能な限り速や
かに通知させていただきます。

10

実施要項
P11
様式
10-1～4

第２
１（２）

1（2）
各様式については、記入枠を編集して良いと
のことですが、見やすさに配慮する前提で様
式10-1～4については記入枠及び枠外の「注
1」、「注2」の削除、余白の調整は可能で
しょうか。

可能とします。なお、様式10-1〜-4に記載の
「技術提案書の作成の注意事項」については
引き続きご留意ください。

11
実施要項
P11

質疑について、プレゼンテーション要項が通
知された際にも質問の機会をいただけないで
しょうか。

必要があれば個別で質問受付ます。その質疑
回答をプレゼンテーション参加予定者の全て
にメールで通知します。

12
実施要項
P14

第５
１（２）

1（2）ア、イ
オリジナルデータについては、マイクロソフ
トパワーポイントでの提出を考えております
が、よろしいでしょうか。
（イラスト等をできるだけわかりやすく表現
するため）

事務局が設定している様式10-1～4を提出し
ていただいた上でなら、パワーポイントデー
タの提出をしていただいても構いません。

13
実施要項
P14

第５
１（３）

1（3）
15部提出する資料について、閉じ方に指定は
ありますでしょうか。
（例：フラットファイル、ダブルクリップ、
タッカー左2点止め、タッカー左上1点止め
等）

ダブルクリップ・左肩ホッチキス留め等、分
離せず必要書式が綴じこまれた状態での提出
をお願いします。

14
実施要項
P16

第５
２（５）

5（5）イ
様式12については、No.6と同様にマイクロソ
フトパワーポイントでの提出とさせていただ
いてもよろしいでしょうか。

事務局が設定している様式12での提出してい
ただいた上でなら、パワーポイントデータの
提出をしていただいても構いません。

質問回答No. 区分 質問内容項番等



15
様式
10-1～4

技術提案書の作成の注意事項について、
提 案 テ ー マ を 必 ず 見 出 し と し て 表 記
し、・・・と記載がありますが、（）内に関
しても記載が必要でしょうか。

（）内も含めて記載してください。

16

実施要領
P18
様式
10-1～4

文字の大きさについて
実施要領P18には10.5ポイント以上と記載が
ありますが、様式10-1～4には10ポイント以
上と記載があります。
どちらが正しいでしょうか。

10.5ポイント以上としてください。


